
相続人・法定相続人・法定相続人の数　関係図

ここでは、いままで説明をしてきました、相続人・法定相続人・法定相続人の数が
どのように違ってくるかを、具体例でみていきましょう。

　（例１）

被相続人Ａ Ｃ
（放棄）
（実子）

Ｄ
（養子）

配偶者Ｂ Ｅ
（養子）

相続人　　　　　　　　Ｂ、Ｄ、Ｅ
法定相続人　　　　　Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
法定相続人の数　　Ｂ、Ｃ、Ｄ（またはＥ）の３人

*Ｃは放棄をしているため、相続人にはなれません。

　（例２）

Ｆ
（愛人） Ｇ

（認知済み）
（実子）

被相続人Ａ
Ｈ

（養子）

Ｉ
（養子）配偶者Ｂ

相続人　　　　　　　　Ｂ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
法定相続人　　　　　Ｂ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
法定相続人の数　　Ｂ、Ｇ、Ｈ（またはＩ）の３人

*認知をしていれば、相続人となります。（実子にもなります)



　（例３）

Ｊ
（養子）

Ｋ
（養子）被相続人Ａ

Ｌ
（以前死亡）

配偶者Ｂ Ｍ
（実子）

Ｌ’

Ｍ
（養子） （養子）

相続人　　　　　　　　Ｂ、Ｊ、Ｋ、Ｍ
法定相続人　　　　　Ｂ、Ｊ、Ｋ、Ｍ
法定相続人の数　　Ｂ、Ｊ（またはＫ）、Ｍの３人

*Ｍは、二重身分を有するものです。

　（例４）

父
（以前死亡）

被相続人Ａ

配偶者Ｂ

母
（以前死亡）

Ｎ
（養子）

Ｏ
（養子）

Ｐ
（養子）

相続人　　　　　　　Ｂ、Ｎ、Ｏ、Ｐ
法定相続人　　　　Ｂ、Ｎ、Ｏ、Ｐ
法定相続人の数　Ｂ、Ｎ、Ｏ、Ｐの４人

*法定相続人の数の制限は、第２・３順位の者には適用はありません。
*そのため、このケースでは法定相続人の数は４人となります。
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